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優良な宿泊施設及び保育施設等の整備促進に向けた都市機能の導入・ 更新を誘導する取組み（ 案）

１､取組み背景

３､見直しの経過

●平成２９年１０月、都市計画審議会小委員会を開催（ 低炭素都市づく り・ 都市の成長への誘導
ガイドライン）

●平成２９年１１月、建築審査会を開催（ 総合設計制度の許可基準）

●本市では「 新・ かわさき観光振興プラン」 において宿泊総数、外国人比率、修学旅行者を増加
させることを目標に掲げており、外国人旅行者等に配慮された優良な宿泊施設の整備が求めら

れている。

●本市では、高まる保育需要や多様化する保育ニーズに対応するため「 川崎市子ども・ 子育て支
援事業計画子どもの未来応援プラン」 において、待機児童の解消に向け、必要な場所に必要な

量の認可保育所等の整備を効率的に推進するものとしている。

●都市計画マスタープランでは基本政策に「 活力と魅力あふれる力強い都市づく り」 を掲げ、
拠点地区における必要な都市機能の集積や更新を進めるものとしている。

●国においては、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知を発出
●国においては、大規模マンションにおける保育施設の設置を要請する通知を発出

５､運用見直しのポイント

優良な宿泊施設の整備を誘導するため、運用指針を策定し、評価対象とす

る宿泊施設の水準を示し、許可基準においては新たに宿泊施設を緩和対象と

し、ガイドラインにおいては評価対象の基準化を図る。

資料１

４､現行の制度運用

民間開発を誘導する容積緩和制度の運用基準である、許可基準及びガイド

ラインの運用の見直しを行う。（ 緩和容積率の上限の見直しは行わない）

①客室に関する基準

国際観光ホテル整備法施行規則第１４条の２の各項目を満たす施設を対象
（ 外国語による案内標識の設置、外国語会話能力を有する従業員の配置、
高齢者・ 身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備の整備等）

旅館業法に規定する「 ホテル営業」 「 旅館営業」 のための施設を対象
風俗営業等の規制等に係る施設などは適用除外

客室総数50室以上で、客室面積は原則、最低面積15㎡以上かつ2割以上

は22㎡以上とする

保育施設の整備を誘導するため、一定の評価基準を満たす保育施設の園庭

について、容積率を割増す基礎となる公開空地として、新たに評価を行う。

待機児童解消に資する保育施設のうち、認可保育所、幼保連携型認定こど

も園、小規模保育事業所であること。

【宿泊施設容積緩和制度運用指針の策定（許可基準・ガイドライン）】

【園庭を評価する保育施設の水準】

機能更新型高度利用地区は高度利用地区の手法の一つで、都市基盤が十分

に整備された地域に限り、必要な都市機能の集積や更新を進めるため、特定

の建築物の用途の導入を評価し容積率を緩和する制度であるが、緩和容積率

の考え方や誘導用途の基準が不明確であったため、これらを明確化すること

により、優良な宿泊施設や保育施設の整備促進を図る。

（ １） 総合設計制度の許可基準
（ 以下許可基準）

（ ２） 低炭素都市づく り・ 都市の成長への
誘導ガイドライン(以下ガイドライン)

公開空地

公開空地による
割増容積率

公開空地等

環境配慮等の総合
評価による容積率
(評価により増減)

・ 建築基準法の規定による容積率等に係る許可基準

・ 敷地単位の比較的小規模な計画から適用が可能

・ 敷地に整備される公開空地の評価をベースに貢献する

施設の整備を加味して割増容積率を決定する

・ 市全域を対象とする（ ただし地域に貢献する施設に関

する緩和についてはその施設が不足する区域が対象）

・ 都市計画法に基づく制度※の運用基準
・ 街区単位の大規模な計画を対象とする

・ 総合設計制度許可基準に準拠するなど公開空地の評価

をベースに、環境配慮等の評価により割増容積率を増

減できる

・ 拠点地区等に区域を限定

※対象制度： 高度利用地区、
再開発等促進区を定める地区計画

基準容積率 基準容積率

※地域に貢献する施設： 保育施設、津波避難施設、地域で
活用できる備蓄倉庫等

公開空地等による
割増容積率

地域に貢献する
施設※の床面積分
の割増容積率

（ ２） 保育施設の園庭を公開空地として評価（ 許可基準・ ガイドライン）

（ ３） 機能更新型高度利用地区に対応した運用基準の明確化
（ ガイドライン）

（ １） 宿泊施設容積緩和制度運用指針(以下運用指針)の策定等

６､今後のスケジュール（ 予定）

【宿泊施設の整備に関する容積率緩和の新設（許可基準）】

宿泊施設の床面積の合計に相当する容積率について、前面道路の幅員が8ｍ

以上の場合は50％、12ｍ以上の場合は100％を限度に割増す。

②外国人宿泊者等への配慮に関する基準

③旅館業法及び風営法の規定に関する基準

政策
調整

議会
説明

庁内調整
意見募集
（ パブコメ）

議会
報告

建築審査会
都計審

総合設計制度等
に準拠し公開空
地等を評価

公開空地を
評価し割増
容積率を算定

２､取組み方針
本市において、不足する優良な宿泊施設や保育施設の整備、拠点地区等における必要な都市機
能の導入・ 更新の誘導を推進するため、容積率を緩和する制度の運用見直しを行う。

基準
改定



優良な宿泊施設及び保育施設等の整備促進に向けた 

都市機能の導入・ 更新を誘導する取組み（ 案）  

について意見を募集します 

１  意見募集期間 

  平成2９  年１１月２４日(金)から平成2９年１２月２５日(月)まで 

２  閲覧場所及び配布場所 

川崎市ホームページ、各区役所市政資料コーナー、かわさき情報プラザ（ 川崎

市役所第３庁舎２階）、まちづく り局指導部建築指導課（ 明治安田生命ビル７階）、 

まちづく り局計画部都市計画課（ 明治安田生命ビル５階）  

３  意見の提出方法 

次のいずれかの方法により提出してください（ 電話による意見等は受け付けてお

りませんので御了承ください。）。  

なお、様式は自由ですが、別添の「 意見書」 を御活用ください。  

（ １） 郵送又は持参 

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市まちづく り局計画部都市計画課（ 明治安田生命ビル５階）  

（ ２） Ｆ ＡＸ   

Ｆ ＡＸ番号０４４－２００－３９６９ 

（ ３） 電子メール 

市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方法により送信 

４  その他 

お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約した上

で、御意見とそれに対する本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表する

予定です。  

川崎市に不足する優良な宿泊施設や保育施設の整備、拠点地区等における必要な

都市機能の導入・ 更新を推進するため、「 総合設計制度の許可基準」及び「 低炭素都

市づく り・ 都市の成長への誘導ガイドライン」 にそれぞれ必要な見直しを行い、改

定案及び宿泊施設の施設基準案を作成しました。「 総合設計制度の許可基準」（ 改定

案）、「 低炭素都市づく り・ 都市の成長への誘導ガイドライン」（ 改定案） 及び「 宿泊

施設容積緩和制度運用指針」（ 案） について、市民の皆様の御意見を募集します。  

※  意見書の書式は自由です。必ず「 題名（ どちらの改定案に対するものか）」、
「 氏名（ 法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）」  及び「 連絡先（ 電

話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」 を明記してください。  

※  電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんので御了承ください。

資料２ 



一般的なガイドラインについては、総合設計制度に準拠し、保育施設の園庭につ
いて公開空地の評価対象とする。また、都市基盤が十分に整備されているなど、特
定の条件を満たす地域に限り、空地の確保を必要とせずに、特定の建築物の用途に
着眼した緩和制度により機能導入を促進する機能更新型については、運用の基準を
定め、優良な宿泊施設等の整備を促進する。

●一般的なガイドラインの運用（ 空地あり）

対象制度：
再開発等促進区を定める地区計画
高度利用地区（ 従来型）

対象制度：
機能更新型高度利用地区

基準容積率

●機能更新型高度利用地区による新たな運用（ 空地なし）

（ ２） 低炭素都市づく り・ 都市の成長への誘導ガイドライン（ 以下ガイド
ライン） について

※ : 宿泊施設の整備に必要な部分には、一般の利用に供する集会場、店舗、飲食店その他これらに
類する用途に供する部分を除く 。

（ １） 総合設計制度の許可基準（ 以下許可基準） について

基準容積率

公開空地
による緩和

対象制度：
総合設計制度

■ 割増できる容積率
(宿泊施設による緩和)
・ 現行許可基準では、宿泊施設の整備に関する容積率の
緩和はない。

・ 宿泊施設の整備に必要な部分※の床面積の合計に相当
する容積率について、前面道路の幅員が８ｍ以上の場合
は５０％、１２ｍ以上の場合は１００％を限度に割増す。

■ 割増できる容積率
・ 上限については従来の運用から変更なし
一 般 型 ： 基準容積率の 0.5倍かつ、＋200% を上限
再開発型 ： 基準容積率の 0.5倍かつ、＋250% を上限

市住総型 ： 基準容積率の0.75倍かつ、＋300% を上限
都心居住型： 基準容積率の 1.0倍かつ、＋400% を上限

許可基準については、新たに宿泊施設の整備に関する容積率緩和を設け、また、
保育施設の園庭を空地評価の対象とする。

【 新たな制度運用】

(保育施設による緩和)

・ 現行許可基準では、保育所を設置した場合、整備に
必要な部分の床面積の合計に相当する容積率について、
５０％を限度に割増すことが可能

・ 新たに、「 保育施設の園庭」 を公開空地に準ずる空地
（ 地上面： 係数１．５、屋上： 係数０．８） として扱い、
容積率を緩和する。

基準容積率

総合設計制度の許可基準及び低炭素都市づく り・ 都市の成長への誘導ガイドラインの新たな制度運用（ 案）

・ 総合設計制度活用イメージ

空地

制度活用シュミレーション
商業地域 400% /80%
敷地面積1,000㎡（ テニスコート４面分程度）
住戸数55戸の共同住宅（ １住戸面積約70㎡）
保育施設400㎡、園庭150㎡を整備

公開空地等
による緩和

宿泊施設等
による緩和

公開空地による
緩和（ 園庭の評
価分を除く ）

園庭

保育施設

■ 割増容積率の考え方（ 新たな運用）
・ 保育園の園庭については総合設計制度に準拠し公開
空地の評価対象とする。
・ 宿泊施設については、運用指針の基準を満たすもの
について、ガイドラインにおいて評価する。
・ 割増容積率の上限は従来の運用から変更なし。
（ 基準容積率の1.0倍までかつ400％まで）

環境配慮

具体的な取組例： 帰宅困難者受入れスペース等都市防災

具体的な取組例： 広場のユニバーサルデザイン化等都市空間

具体的な取組例： 駅連絡デッキ、駅前ホテル等都市機能

割
増
容
積
率

■ 環境配慮等の貢献の評価
具体的な取組例： CASBEE川崎Aランク以上等

指定指針
（誘導用途等）

による緩和

割
増
容
積
率
（
※
）

■ 環境配慮等の貢献の評価

■ 割増容積率のベースの考え方
・ 高度利用地区指定指針（ 機能更新型高度利用地区） に
準拠しベースとなる割増容積率を定める
・ ベースとなる割増容積率は誘導用途（ ３分の２以上）
で＋200% 、さらに幅員５．５ｍ以上の歩道（ 歩道
状空地を含む） に面して主たる出入り口を設ける場合
等で＋５０％

※割増上限： 基準容積率の0.5倍までかつ300％まで
総合評価で高い評価を得た計画を対象に制度活用可

保育施設による
緩和

環境配慮

具体的な取組例： 帰宅困難者受入れスペース等都市防災

具体的な取組例： 誘導用途３分の２以上等都市機能

具体的な取組例： CASBEE川崎Aランク以上等

パターン分け 整備内容

緩和により
増加する住戸数

項目別 合計

【 現行基準】
園庭を公開空地に
準ずる空地として
評価しない場合

保育施設を400㎡
整備

＋5戸

＋12戸
公開空地を250㎡
整備

＋7戸

【 改定基準】
園庭を公開空地に
準ずる空地として
評価する場合

保育施設を400㎡
整備

＋5戸

＋24戸
公開空地を250㎡、
園庭を150㎡整備

＋19戸

園庭による緩和

参考資料１

■ 対象となる区域（ 以下の全ての項目に当てはまる区域）
・ 現に、都市機能の集積度が高い、都市の中心的な役割を果たしている区域

・ 複数の鉄道路線等が結接している等公共交通による利便性を備えた立地条件である区域
・ ４車線道路や駅前広場等の高水準な基盤施設等が備わった、十分な歩行者ネットワーク

で接続する区域
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宿泊施設容積緩和制度運用指針（ 案）  

１ .  趣旨 

  平成２８年６月に、国土交通省から地方公共団体へ、訪日外国人の更なる増加を見据えた、宿泊施設の供

給確保に向けた取組みとして、宿泊施設の整備に着眼した容積率緩和に関する通知が出された。  

本市としても、宿泊総数及び宿泊客数の外国人比率の増加などを目標に掲げ、観光振興に取り組んでいる

ことから、良質な宿泊機能を導入する優良な拠点開発等を誘導するため、本指針を定め「 低炭素都市づく り・

都市の成長への誘導ガイドライン」及び「 総合設計制度の許可基準」において、評価対象とする宿泊施設の

基準を示すものとする。  

２ .  宿泊施設の基準 

（ １） 客室に関する基準 

  ・ 客室総数は５０室以上とする 

・ 客室面積は原則、最低面積１５㎡以上かつ２割以上は２２㎡以上とする 

  ・ ２２㎡未満の客室についてはシングルに限る 

（ ２） 外国人宿泊者への配慮に関する基準 

  ・ 国際観光ホテル整備法に基づく 、外国人宿泊客の利便の増進のための措置に対応したもの 

国際観光ホテル整備法施行規則第１４条の２（ 外客の利便の増進のための措置）  

一 複数の外国語による案内標識を整備すること。  

二 宿泊その他のサービスについて、クレジットカードによる料金の支払を可能とし、かつ、一定数以

上の外客を受け入れる施設にあっては、本邦通貨と外国通貨の両替その他の方法により本邦通貨の取

得を可能とすること。  

三 インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備を図ること。  

四 外客の接遇の充実を図るための措置として次に掲げるもの 

イ 外客接遇上必要な外国語会話の能力を有する複数の従業員による接遇を可能とすること。  

ロ 外客接遇上必要な複数の外国語会話の能力を有する従業員による接遇を可能とすること。  

五 外国語により当該登録ホテル又は旅館の名称を記載した看板を整備すること。  

六 当該登録ホテル又は旅館に宿泊する外客の観光に適する観光地の情報を外国語により記載された

案内書の配布その他の方法により提供すること。  

七 宿泊客に対して提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して

備え置き、又は掲示すること。  

八 高齢者、身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えること。  

（ ３） その他 

  ・ 旅館業法に規定する「 ホテル営業」「 旅館営業」 のための施設とする 

  ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する、専ら異性を同伴する客の宿泊等に利用

させる営業のための施設などは適用除外  

参考資料２ 






















